
三世代同居定住促進住宅改修支援事業補助金

市政ビデオを貸し出します

　家族の支え合いにより、子育てしやすく、安心して暮らすことができる居住環境を整備することにより、市内
への移住・定住を促進するため、三世代同居に対応した住宅の改修工事を実施する方に対し、補助金を交付し
ます。

対 象 者   市内に定住する意思を持ち、次の要件を全て満たす方
・住宅改修後速やかに対象住宅において三世代同居（※１）し、10年以上三世代同居を継続しようとする方
・小学生以下の子（妊娠中の子を含む）の三親等以内の直系親族で、当該子と同居している方または住宅

改修後に同居予定の方
・同居する者全員が本市に納付すべき税を滞納していない方
・住宅所有者以外が住宅改修を行う場合は、10年以上の貸借期間を確保し、住宅改修に対する住宅所有者の

同意を得た方
（※1） 三世代同居とは、同居する小学生以下の子から見た直系親族で構成される３つ以上の世代が同居する

ことをいいます。

補助対象住宅   市内に所在し、次の要件を全て満たす住宅（※２）

・住宅改修後において、一戸建てとなる住宅。ただし、住宅内部で居住部分間を移動できない住宅を除き
ます。

・住宅改修後10年以上、三世代同居に対応した住宅として活用する住宅
・昭和56年５月31日以前に着工された住宅にあっては、住宅改修後に一定の耐震性を満たす住宅
・住宅改修を行う部分について、他の補助金等の交付を受けていない住宅
・建築基準法その他の法令に基づき、適正に住宅改修を実施する住宅

（※2） 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第９条第１項に規定する土砂災害
特別警戒区域内に所在する住宅等、本事業の対象とならない住宅があります。

補助対象となる工事
　住宅のキッチン、浴室（脱衣室を含む）、トイレ、玄関のいずれかを増設し、兵庫県の「住宅改修業者登録制
度」に登録している事業者と契約する工事

補 助 額   補助金の対象となる住宅改修に係る経費（補助対象経費）に対し、次の金額を補助します。

　令和５年度の市政を紹介するビデオが完成しました。　
　市内各種団体を対象に貸し出しを行いますので、希望される
団体は、申請書を記入の上、広報秘書課または各総合支所地域
振興課へ提出してください。
　申請書は、広報秘書課または各総合支所地域振興課に設置し
ているほか、市ホームページからも
ダウンロードできます。

新規

▶ 広報秘書課（☎64・3211）

申請・問い合わせ先   まちづくり推進課（☎64・3167）

補助対象経費 補助額
100万円以上 150万円未満 80万円
150万円以上 200万円未満 120万円
200万円以上 250万円未満 150万円
250万円以上 300万円未満 180万円
300万円以上 350万円未満 220万円
350万円以上 400万円未満 250万円

400万円以上 270万円

楠 明廣 議長 木南 裕樹 副議長

令和５年第２回たつの市議会臨時会 議長・副議長が決定
　令和５年第２回たつの市議会臨時会を５月１8日（木）に開催し、
条例改正、承認案件、同意案件等を原案のとおり可決、承認、同意
しました。
　また、正副議長選挙を行い、議長には楠 明廣氏、副議長には
木南 裕樹氏がそれぞれ選出されました。
※詳しくは議会だより第89号をご覧ください。

令和５年春の叙勲・褒章（叙勲別・褒章別・50音順）

瑞宝双光章旭日小綬章

瑞宝単光章 藍綬褒章
消防功労

地方自治功労 警察功労 更生保護功労

警察功労 産業振興功績

岡 孝次さん（龍野町）
元 日本フォームスチレン工業組合

理事長

樋口 正和さん（御津町）
元 兵庫県警部

田口 博文さん（神岡町）
元 たつの市消防団副団長

柳生 陽一さん（揖保町）
元 たつの市議会議員

辛川 文男さん（揖保川町）
元 警視正

堀 保彦さん（龍野町）
現 保護司

兵庫県功労者表彰（功労別） 土地改良功労者表彰

地域活動功労 産業振興功労 食品流通功労

長田 和美さん（揖保川町）
西播磨文化協会連絡協議会

理事

山本 敏克さん（誉田町）
兵庫県皮革産業協同組合

連合会副会長

伊  充弘さん（龍野町）
兵庫県乾麺協同組合

理事長
中嶋 悟さん

（龍野町）

　長年にわたり、小宅統合土地改良区
の運営と頭首工をはじめ幹線水路の
適正管理に尽力された功績がたたえら
れ、土地改良
功労者表彰を
受賞されまし
た。

▶議会事務局（☎64・3177）

市ホームページ
はこちらから

詳しくは、市ホームページ
をご覧ください。
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